
地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①補助（診断士派遣
を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①高齢者・身体障害者
のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①ほかの補助事業との
併用は不可
②ほかの補助事業の利
用を要件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用
に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

群馬県
ぐんまの木で家づくり支援
事業

群馬県 ⑤リフォーム促進 ①補助
②都道府県（市区
町村）内の事業者

④要件なし 特になし ④要件なし
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定

ぐんま優良木材を内装材に10㎡以上
し、3,000円/㎡
最大15万円

群馬県
群馬県住宅用太陽光発
電設備等整備費補助金

群馬県
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ⑤要件なし 自己の居住の用に供する建築物 ④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

１ｋＷあたり２万４千円 １ｋＷあたり２万４千円

群馬県
前橋市木造住宅耐震診
断者派遣事業

前橋市 ①耐震改修 ①補助 ④要件なし

・S56年5月31日以前の着工
・２階以下の木造在来軸組工法
・１戸建て住宅（住宅部分が1/2以上の併用
住宅を含む）

④要件なし ⑥その他
派遣事業のため耐震診断費は市の
全額負担
ただし、交通費千円は本人負担

群馬県
前橋市木造住宅耐震改
修費補助事業

前橋市 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
・住宅を所有する市民
・市税滞納がないこと
・過去にこの補助を受けていないこと

・前橋市木造住宅耐震診断者派遣事業に
よる診断結果で上部構造評点1.0未満 ④要件なし

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

耐震改修に要する工事費、設計費、工
事監理費の１／３以内

群馬県
重度身体障害者（児）住
宅改造費補助

前橋市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

上肢（両上肢に４級以上の障害のある者）障害
１・２級、下肢・体幹機能障害１・２級（重複可）、
視覚障害１級の障害者（児）。当該年度（６月ま
では前年度）の市民税（所得割）額が16万円未
満の世帯。

特になし
①ほかの補助事業との
併用は不可

前橋市高齢者住宅改造費補助金と
の併用不可

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

補助対象工事にかかる費用
補助対象工事費の5/6を補助。
補助対象工事費は60万円が上限。

群馬県
重度障害児者日常生活
用具給付等事業(居宅生
活動作補助用具)

前橋市
②バリアフリー改
修

①補助
対象事業費の１～３割が
自己負担。自己負担を除
く費用を助成。

⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進
行性の脳病変による運動機能障害（移動機能障
害に限る）を有する身体障害者及び学齢児以上
の身体障害児であって障害程度等級3級以上の
者。ただし、特殊便器への取り替えについては、
上肢障害2級以上の身体障害児者、知的障害児
者で障害の程度が重度又は最重度である者で
ある者（排便後の処理が困難な者に限る。））

特になし
①ほかの補助事業との
併用は不可

介護保険による住宅改造との併用
不可。

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

補助対象工事にかかる費用
非課税世帯は自己負担なし。市民税所
得割の世帯合計に応じて１～３割の自
己負担あり。

（３）支援方法について

群馬県
住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助事業

前橋市 ⑥その他 新エネルギーの普及 ①補助 ⑤要件なし ④要件なし 自己の居住の用に供する建築物 ④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

１ｋＷあたり２万円 上限８万円

群馬県
住宅用高効率給湯器設
置費補助事業

前橋市 ⑥その他 省エネルギーの普及 ①補助 ⑤要件なし ④要件なし 自己の居住の用に供する建築物 ④要件なし
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

1件につき３万円 定額

群馬県
高度処理型合併処理浄
化槽設置費補助事業

前橋市 ⑥その他 汚水処理率の向上 ①補助 ⑤要件なし ④要件なし
補助対象区域内における専用住宅に処理
対象人員10人以下の合併処理浄化槽を設
置

④要件なし ⑥その他 浄化槽の設置費に対する補助

５人槽　10万円以内
６・７人槽　15万円以内
８～１０人槽　20万円以内
転換加算　１基あたり40万円を上記補
助額に加算

群馬県
高齢者住宅改造費補助
事業

前橋市
②バリアフリー改
修

①補助
対象工事費に5/6を乗じ
た額を補助。

⑤要件なし ③その他の要件

６０歳以上で本市に居住し、住民登録又は外国
人登録をしている方で、（１）要介護２以上で生計
中心者の前年所得税課税額が８万円以下の世
帯、または（２）日常生活を営む上で注意を要す
る状態（要支援程度）で６０歳以上のみの世帯で
前年所得税が世帯非課税に属する方

③その他
・介護保険による住宅改修と併用可
・障害者住宅改造補助事業利用者
は不可

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

当該工事費用の５/６

群馬県
高崎市木造住宅耐震改
修補助事業

高崎市 ①耐震改修 ①補助
②都道府県（市区
町村）内の事業者

③その他の要件 市税の滞納がない者
昭和56年5月31日以前に建築された木造住
宅で2階建て以下のもの

④要件なし
①特定の工事の工事費用
に応じて決定

耐震改修工事費（工事監理費を含
む）

耐震改修工事費（工事監理費を含む）
の3分の1以内で上限は50万円

群馬県
高齢者住宅改造費補助
サービス

高崎市 ⑥その他
高齢者の在宅生活推進
のための工事補助

①補助（診断士派遣
を含む）

診断士は派遣しない ⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

要介護２～５の６０歳以上の高齢者のいる
世帯で前年所得税非課税世帯もしくは６０
歳以上の高齢者のみの世帯で前年所得税
非課税世帯

③その他 介護保険住宅改修との併用可
①特定の工事の工事費用
に応じて決定

補助対象とみなされた工事軽費に６分
の５を乗じた額（ただし工事種別ごとに
規定額有）

群馬県
高崎市重度身体障害者
（児）住宅改造費補助

高崎市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

学齢児以上で、次の障害を有する者。
視覚障害１級、下肢障害１,２級、体幹障害１,２
級、下肢・体幹重複障害１,２級、上肢障害１,２級
（両上肢に４級以上）
当該年度（６月までは前年度）の市民税（所得
割）額が16万円未満の世帯。

持ち家が対象。原則、貸家は認めない。公
営住宅は不可。

①ほかの補助事業との
併用は不可

高齢者住宅改造費補助金との併用
不可。但し、日常生活用具の住宅
改修費給付事業との併用は可。

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

補助対象工事費の5/6を補助。
補助対象工事費は60万円が上限。

群馬県
高崎市重度障害者日常
生活用具給付等事業(住
宅改修費給付事業)

高崎市
②バリアフリー改
修

対象事業費の0～3割が
自己負担。自己負担を除
く費用を助成。

⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

学齢児以上で、次の障害を有する者。
下肢障害１,２,３級、体幹障害１,２,３級、脳原性
移動機能障害１,２,３級

持ち家が対象。原則、貸家は認めない。
①ほかの補助事業との
併用は不可

介護保険による住宅改修との併用
不可。障害者または高齢者の住宅
改造事業との併用は可。

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

非課税世帯は自己負担なし。市民税所
得割の世帯合計に応じて2～3割の自己
負担あり。

群馬県
高崎市太陽光発電システ
ム導入補助金

高崎市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
①市民である方又は市民となることが確実であ
ると認められる方
②市税を滞納していない方

④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

１ｋＷあたり３万５千円 上限１０万円



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①補助（診断士派遣
を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①高齢者・身体障害者
のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①ほかの補助事業との
併用は不可
②ほかの補助事業の利
用を要件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用
に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

群馬県
生ごみ処理機器購入費補
助金

高崎市 ⑥その他
リフォームに限定されな
い

①補助 ⑤要件なし ④要件なし
市内に住所を有するかた　家庭用の機器である
とこ

リフォームに限定されない ④要件なし ⑥その他

生ごみ処理機　購入費の2分の1以内
電動式は、20,000円を上限とし100円未
満の端数は、切り捨て
コンポストは、3,000円を上限とし100円
未満の端数は切り捨て
ＥＭボカシは、2,000円を上限とし100円
未満の端数は切り捨て
補助は1世帯1基（ＥＭボカシは2容器ま
で）

群馬県
木造住宅の耐震診断
技術者派遣事業

桐生市 ①耐震　　　　改修 耐震診断の促進 ①補助 　 ④要件なし
①市内に住所を有する個人が居住している住宅
②市税を滞納していない事　③同一の住宅及び
所有者について１回限り

自己用住宅、S56.5.31以前に木造在来軸組
工法で建築（2階以下）したもの（住宅部分
が1/2以上の併用住宅を含む）

④要件なし ⑥その他
　耐震診断費無料　ただし、交通費
の負担額1,000円は申請者となる

無料

群馬県
伊勢崎市住宅用太陽光
発電システム設置費補助
金

伊勢崎市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

1kW当たり5万円で上限10万円（１０
ｋＷ未満の未使用品の住宅用太陽
光発電システムの設置）

定額

群馬県
伊勢崎市高齢者住宅改
造費補助事業

伊勢崎市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

（１）６０歳以上のひとり暮らし高齢者又は６０歳
以上の高齢者のみの世帯。ア　自立、要支援又
は介護１。イ　前年度所得税非課税世帯。
（２）６０歳以上の高齢者の属する世帯。ア　要介
護２以上。イ　その世帯の生計中心者の前年度
所得税額８万円以下の世帯。

②ほかの補助事業の利
用を要件としている

重度身体障害者住宅改造費補助が
行われる場合は、補助は行わな
い。
介護保険制度における住宅改修と
併用する場合は、介護保険制度の
給付を優先とする。

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

高齢者の身体能力の低下等から必
要となるバリヤフリーに係る屋内の
改造工事（新築・老朽化に伴う改築
を除く）及びこれに必然的に付随す
る付帯工事。

対象となる改造工事費（上限６０万円）
に６分の５を乗じた額

群馬県
伊勢崎市重度身体障害
者（児）住宅改造費補助
金

伊勢崎市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

下肢障害・体幹障害１・２級または視覚障害１級
または上肢障害１・２級（両上肢４級以上）の手
帳所持者
当該年度の市町村民税所得割額が160,000円未
満の世帯（確定していない時は前年度額）

新築・増築を除く
①ほかの補助事業との
併用は不可

「自立支援法における日常生活用
具」および「介護保険法における住
宅改修」を除く補助事業との併用は
不可

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

住宅を改造するための費用を、60万円
を限度として、その5/6を補助

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進
行性 脳病変 る運動機能障害 移動機能障

申請者の所属する世帯の市民税課税

群馬県

伊勢崎市障害者地域生
活支援事業実施要綱－
第４章第２節住宅改修費
給付事業

伊勢崎市
②バリアフリー改
修

①補助 ④その他の要件
伊勢崎市日常生活用具取
扱登録業者（任意登録制）

③その他の要件

行性の脳病変による運動機能障害（移動機能障
害に限る）を有する者であって障害等級３級以上
の者（ただし、特殊便器への取替えをする場合
は上肢障害２級以上の者及び知的障害者更生
相談所において知的障害者として判定された障
害の程度が重度又は最重度である者（排便後の
処理が困難な者に限る。））

新築・増築を除く
①ほかの補助事業との
併用は不可

「介護保険法における住宅改修」補
助事業との併用は不可。
伊勢崎市重度身体障害者（児）住宅
改造費補助金との併用は可。

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

申請者の所属する世帯の市民税課税
額により決定
市民税非課税…全額
税額３万３千円未満…８割
税額１３万３千円未満…７割
税額２３万５千円未満…６割
税額４６万円未満…５割
税額４６万円以上…対象外

群馬県 木造住宅耐震診断事業 伊勢崎市 ①耐震改修 ①補助 ④要件なし S56年以前に建築した住宅 ④要件なし ⑥その他 診断費用を市で負担 定額

群馬県
木造住宅耐震改修補助
事業

伊勢崎市 ①耐震改修 ①補助 ①中小事業者 ④要件なし 新耐震基準を満たしていない住宅 ④要件なし
①特定の工事の工事費用
に応じて決定

耐震改修工事費等の3分の1以内

群馬県
太田市木造住宅耐震診
断補助事業及び耐震改
修補助事業

太田市 ①耐震改修 ①補助
②都道府県（市区
町村）内の事業者

太田市木造住宅耐震診断
補助事業登録建築士名簿
にある建築士の設計かつ
太田市木造住宅耐震補強
工事登録事業者名簿にあ
る事業者の施工に限る

③その他の要件

昭和５６年５月３１日以前の木造住宅（在来工
法、枠組壁工法、伝統的工法のいづれかに限
る）を市内に所有し、かつ、当該住宅に居住して
いること、かつ、市税を滞納していないこと

太田市内にある現在人が居住している昭和
５６年５月３１日以前の木造住宅（在来工
法、枠組壁工法、伝統的工法のいづれかに
限る）

④要件なし
①特定の工事の工事費用
に応じて決定

・耐震診断に要した費用
・耐震補強設計費用及び耐震補強
工事費用

・一般診断：３万円を上限に診断費用の
全額
・精密診断：５万円を限度に診断費用の
1/2（身体障害1or2級他特定の要件を
満たす者が居住する場合は１０万円を
限度に全額）
・耐震改修：耐震補強工事費+耐震補強
設計費の1/3かつ50万円以内（身体障
害1or2級他特定の要件を満たす者が居
住する場合1/2かつ50万円以内）

群馬県
太田市住宅リフォーム支
援事業

太田市 ⑤リフォーム促進 ①補助 ④その他の要件

1 本市の小規模契約希望
者登録制度に基づく登録を
行っているもの(小規模契
約希望登録業者)が直接施
工する場合
2 市内に本店等を有する法
人又は個人で、本市の競争
入札参加資格のある業者
のうち『建設工事』に登録し
ているものが、直接施工す
る場合
3 市内に本店等を有する法
人又は個人で、本市の競争
入札参加資格のある業者
のうち『建設工事』に登録し
ているものが、小規模契約
希望登録業者を下請に使う
場合

③その他の要件
世帯全員に納期の到来した市税等に滞納が無
い人

左記発注者が市内に所有する建築後１０年
以上経過した現在居住している住宅やマン
ションで、着工前に補助申請し認定された
住宅

①ほかの補助事業との
併用は不可

東北地方太平洋沖地震復旧事業緊
急補助金および当該リフォーム工
事に係る太田市の他の補助金と重
複して申請する事はできない

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

補助対象工事にかかる費用

補助対象となるリフォーム工事費用の３
０％、１５万円が上限で太田市金券での
支給。補助の対象となる工事規模は、
補助対象となるリフォーム工事費用が１
０万円以上のもの。

群馬県
沼田市住宅用太陽光発
電システム設置補助金

沼田市
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件

・市内で、自ら居住する住宅に未使用の太陽光
発電システムを設置し、電力会社と電力需給契
約を結ぶ予定である個人。（建売住宅は、居住
実績のないこと
・平成24年3月31日までに、電力会社の受給契
約が完了し、実績報告書の提出ができる方。
・世帯の全員が市税等の滞納がないこと。

併用住宅の場合は、延べ面積の過半を住
宅の用に供するもの。

④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

太陽電池モジュール１キロワット当
たり25,000円

定額



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①補助（診断士派遣
を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①高齢者・身体障害者
のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①ほかの補助事業との
併用は不可
②ほかの補助事業の利
用を要件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用
に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

群馬県
沼田市住宅用太陽熱利
用システム設置補助金

沼田市
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件

・市内で、自ら居住する住宅に未使用の太陽熱
利用システムする予定である個人。（建売住宅
は、居住実績のないこと
・平成24年3月31日までに、設置工事が完了し、
実績報告書の提出ができる方。
・世帯の全員が市税等の滞納がないこと。

併用住宅の場合は、延べ面積の過半を住
宅の用に供するもの。

④要件なし
①特定の工事の工事費用
に応じて決定

取付工事費の10% 定額

群馬県
沼田市重度身体障害者
等住宅改造費補助金 沼田市

②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

身体障害者手帳の交付を受けている者であっ
て、かつ、次のいずれかに該当する障害者又は
その障害者と世帯を同一にするもの
ア　下肢の障害で1級及び2級の者
イ　体幹の障害で1級及び2級の者
ウ　下肢及び体幹の重複障害で1級及び2級の
者
エ　視覚の障害で1級の者
オ　上肢の障害で1級及び2級の者(ただし、それ
ぞれの上肢に4級以上の障害のある者とする。)

②ほかの補助事業の利
用を要件としている

介護保険の居宅介護(支援)住宅改
修費又は重度心身障害者等に対す
る日常生活用具給付事業の住宅改
修費の給付対象となるものは除外
する。ただし、補助対象事業費がこ
れらの給付額を超える場合につい
ては、その超過額を補助対象事業
費とする

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

補助対象者が居住する住宅の浴
室、便所、玄関、台所及びその他市
長が特に必要と認める部分の改造
の経費の6分の5

定額

群馬県
木造住宅耐震改修補助
事業

館林市 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件

下記の要件で①を満たしい
ずれかに該当するもの。①
建築士で、　社団法人群馬
県建築士事務所協会の木
造住宅耐震診断調査資格
者、　社団法人群馬建築士
会の「木造住宅の耐震診断
と補強方法講習会」受講修
了者、またそれと同等以上
の知識を有すると認められ
る者、②館林市入札参加資
格者名簿又は館林市小規
模契約希望者名簿に登載
された者、③建設業法によ
る建築一式工事又は大工

③その他の要件  建物所有者 ④要件なし
①特定の工事の工事費用
に応じて決定

耐震改修工事に係る工事費
費用の３分の１以内とし、１００万円を上
限

工事の建設業の許可を受
けた者、④社団法人群馬県
建設業協会館林支部、館
林建築業組合のいずれか
に所属する者。

群馬県
館林市住宅用太陽光発
電システム設置補助事業

館林市
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
世帯全員に市税及び国民健康保険税の滞納が
ないこと

④要件なし ⑥その他
設置する太陽光システムの総出力
により算出

１KWあたり3万5千円（上限額：10万円）

群馬県
館林市雨水貯留及び雨
水浸透桝設置補助金交
付事業

館林市
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件 自ら負担して対象施設を設置する者
①ほかの補助事業との
併用は不可

雨水貯留槽の補助に関して、浄化
槽を転用する場合、浄化槽設置整
備事業補助金交付要領の対象とな
る場合を除く

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

工事費の２分の１を限度とし、3万円
を上限とする。

工事費の２分の１を限度とし、3万円を
上限とする。

群馬県
館林市ごみ減量化器具購
入費助成金交付

館林市 ⑥その他
リフォームに限定されな
い

①補助 ④その他の要件

生ごみ処理機
市内の店舗で購入すること
生ごみ処理槽(コンポスト）･
生ごみ処理容器(EMぼかし)
指定店で購入すること

③その他の要件

生ごみ処理機
①市内在住の方
②5年以上使用できるかた
生ごみ処理槽(コンポスト）･生ごみ処理容器(EM
ぼかし)
①市内在住の方
②1世帯2基まで

リフォームに限定されない ④要件なし ⑥その他

生ごみ処理機　購入費の2分の1（ただ
し、20,000円を上限とし100円未満の端
数は、切り捨て）
生ごみ処理槽(コンポスト）　容量170リッ
トル以上のもの
1基あたり3,000円
生ごみ処理容器(EMぼかし)　容量14
リットル以上のもの
1基あたり1,000円

群馬県
館林市高齢者住宅改修
費補助事業

館林市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

市内に居住し、在宅で日常生活を営む上で常に
介助や注意を要する、６０歳以上のひとり暮らし
高齢者もしくは高齢者世帯で所得税非課税

④要件なし
①特定の工事の工事費用
に応じて決定

相談員の指導に基づき行われた工
事を補助対象とする。

規定する改修等の工事の経費と６０万
円の補助基本額のいずれか低い額の６
分の５の額とする。

群馬県
館林市重度身体障害者
(児)住宅改造費補助事業

館林市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

市内に居住し、下肢・体幹・上肢障害１，２級、視
覚障害１級。　市民税、所得割160,000円未満の
世帯に属する者。

④要件なし
①特定の工事の工事費用
に応じて決定

相談員の指導に基づき行われた工
事を補助対象とする。

規定する改修等の工事の経費と６０万
円の補助基本額のいずれか低い額の６
分の５の額とする。

群馬県
館林市住宅リフォーム資
金　　　　　　助成金制度

館林市 ⑤リフォーム促進 ①補助 ④その他の要件
市内に本店を有する法人、
又は住所を有する個人

③その他の要件 市税の滞納のないこと 建築後５年以上経過している住宅
①ほかの補助事業との
併用は不可

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

市内にある個人の住宅の改修、増築等
２０万円以上の工事費について１０％助
成する。

群馬県
在宅高齢者住宅改造費
支給事業

渋川市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

世帯全員の前年分所得税が非課税 ④要件なし
①特定の工事の工事費用
に応じて決定

バリアフリーリフォーム工事費用の
5/6

住宅改造費の６分の５

群馬県
渋川市重度身体障害者
（児）住宅改造費補助金

渋川市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

市内に在住の身体障害者手帳の交付を受けて
いる者で、下肢の障害者で１・２級の者、体幹の
障害者で１・２級の者、下肢及び体幹の重複障
害者で１・２級の者、視覚の障害者で1級の者、
上肢の障害者で１・２級の者（ただし、それぞれ
の上肢に4級以上の障害のある者）で当該年度
の市町村民税所得割額16万円未満の世帯に属
する者

住宅設備を障害者に適用するように改造す
る場合

②ほかの補助事業の利
用を要件としている

介護保険の居宅介護（支援）住宅改
修費又は重度障害者日常生活用具
給付等事業の居宅生活動作補助用
具の給付が優先される。それらを超
える改造経費がかかる場合のその
超過額が補助対象となる。また、そ
れらの事業に該当しない場合は補
助対象となる。

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

浴室・玄関・台所等をバリアフリーに
改修するためにかかる費用

改修費の6分の5



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①補助（診断士派遣
を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①高齢者・身体障害者
のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①ほかの補助事業との
併用は不可
②ほかの補助事業の利
用を要件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用
に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

群馬県
渋川市重度障害者日常
生活用具給付等事業（居
宅生活動作補助用具）

渋川市
②バリアフリー改
修

①補助 ④その他の要件

渋川市と重度障害者日常
生活用具給付等事業に関
して委託契約を結んでいる
事業者

①高齢者・身体障害者
のみ

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進
行性の脳病変による運動機能障害（移動機能障
害に限る）を有する身体障害者及び学齢児以上
の身体障害児であって障害程度等級3級以上の
者。ただし、特殊便器への取り替えについては、
上肢障害2級以上の身体障害児者、知的障害児
者で障害の程度が重度又は最重度である者で
あって、排便後の処理が困難な者（障害児は原
則として学齢児以上）

住宅設備を障害者に適用するように改造す
る場合

②ほかの補助事業の利
用を要件としている

介護保険の居宅介護（支援）住宅改
修費が優先される。介護保険に該
当しない場合は、補助対象となる。

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

手すりの取付、床段差の解消、滑り
防止及び移動の円滑化等のための
床材の変更、引き戸等への扉の取
り替え、洋式便所などへの便器の取
り替え、それらに付帯して必要とな
る住宅改修にかかる費用

20万円を基準額として基準額から自己
負担額を除いた残額が市の助成（自己
負担額は所得に応じて1割から3割）

群馬県
渋川市木造住宅耐震診
断者派遣事業

渋川市 ①耐震改修 ①補助 ④要件なし

①昭和５６年５月３１日以前に着工されたもの
②木造在来軸組工法で建築された平屋建て又
は２階建てのもの
③一戸建て住宅又は併用住宅（１／２以上が住
宅）であるもの

④要件なし ⑥その他
木造住宅の耐震診断者を派遣し診
断を行うもの

100%（別途交通費1,000円が必要）

群馬県
渋川市木造住宅耐震改
修補助事業

渋川市 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ④要件なし

①昭和５６年５月３１日以前に着工されたもの
②木造在来軸組工法で建築された平屋建て又
は２階建てのもの
③一戸建て住宅又は併用住宅（１／２以上が住
宅）であるもの
④耐震診断を実施し、上部構造部評価が1.0未
満の住宅を1.0以上に改修するもの

①ほかの補助事業との
併用は不可

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

耐震改修に係る部分のみ補助対象 １／３で上限50万円

群馬県
渋川市勤労者住宅建設
等資金利子補給事業

渋川市 ⑥その他 　 ③利子補給

市内に住所を有する（居
住予定含む）勤労者が、
住宅建設等資金を金融機
関等から借入れし、その
借入金の当初利率が年
利２％を超えている場合、
借入金500万円以内に係
る利子の一部を一定期間
補給する。

⑤要件なし ③その他の要件
市内に住所を有する（居住予定含む）勤労者が、
住宅建設等資金を金融機関等から借入れ

専用住宅で、改築の場合は床面積が10㎡
以上

③その他
同一の住宅建設等及び融資に対し
同様の制度を受けていないこと

⑥その他

市内に住所を有する（居住予定含
む）勤労者が、住宅建設等資金を金
融機関等から借入れし、その借入
金の当初利率が年利２％を超えて
いる場合、借入金500万円以内に係
る利子の一部を一定期間補給す
る。

市内に住所を有する（居住予定含む）勤
労者が、住宅建設等資金を金融機関等
から借入れし、その借入金の当初利率
が年利２％を超えている場合、借入金
500万円以内に係る利子の一部を一定
期間補給する。

群馬県
渋川市住宅リフォーム促
進事業

渋川市 ⑤リフォーム促進
施工業者は市内業者に
限る

①補助

次の条件です。
①市内に事業者を有する
法人・個人の施工である
こと
②渋川市に住民登録を
行っていること
③市税を滞納していない
こと
④当該リフォーム工事に
関して、渋川市の他の制
度を受けていないこと

④その他の要件
施工業者は市内業者に限
る

④要件なし
①ほかの補助事業との
併用は不可

⑥その他
20万円(消費税及び地方消費税抜き)以
上の工事に対し、工事費の10%で上限
10万円

群馬県
住宅用太陽光発電システ
ム設置助成事業

渋川市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
・市内に住所を有すること（予定者含む）
・市税を滞納していないこと

④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

平成22年度までにJ-PEC申請者
　太陽電池の最大出力1キロワットあた
り7万円とし、上限金額20万円まで補助
平成23年度にJ-PEC申請者
　太陽電池の最大出力1キロワットあた
り6万円とし、上限金額18万円まで補助

群馬県
住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助事業

藤岡市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
・市内に住所を有すること（予定者含む）
・市税を滞納していないこと

④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

太陽電池の最大出力1キロワット（小数
点以下2桁未満については四捨五入）
あたり7万円とし、4キロワット（28万円）
まで補助

群馬県 木造住宅耐震診断事業 藤岡市 ①耐震改修 ①補助 なし なし ④要件なし
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

定額

群馬県
藤岡市浄化槽設置整備
事業

藤岡市 ⑥その他 ①補助 ⑤要件なし ③その他の要件

・市が定める地域内において、専用住宅で処理
対象人員10人槽以下の浄化槽を設置する方
・補助事業期間内に浄化槽が設置できること
・住宅を継続的に使用すること
・市町村税を滞納していないこと

④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

5人槽：198,000円
7人槽：256,000円
10人槽：340,000円

群馬県 勤労者住宅建設資金 藤岡市 ⑥その他 ①補助 なし ③その他の要件
市内に自ら居住するための住宅を建築・増改築
購入しようとする勤労者

④要件なし ⑥その他

融資額の3分の1以内
①融資限度額　750万円以内
②融資利率　年率2.5％以内
③融資期限20年以内
④償還方法　元金均等月賦償還または
半年賦併用月賦償還
⑤担保及び保証人　金融機関の定める
ところによる



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①補助（診断士派遣
を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①高齢者・身体障害者
のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①ほかの補助事業との
併用は不可
②ほかの補助事業の利
用を要件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用
に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

群馬県
藤岡市重度障害者日常
生活用具給付事業

藤岡市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし 施工前に申請
①高齢者・身体障害者
のみ

下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害（移動機能障害に限
る）を有する身体障害者及び学齢児以上の身体
障害児であって、障害程度等級3以上の者。ただ
し、特殊便器への取替については上肢機能障害
2級以上の身体障害児者にあって、排泄後処理
が困難な者。

④要件なし
①特定の工事の工事費用
に応じて決定

対象者及び配偶者の課税状況が課税
の場合90%、非課税の場合100％。
限度額20万円

群馬県
藤岡市重度身体障害者
（児）住宅改造補助

藤岡市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし 施工前に申請
①高齢者・身体障害者
のみ

1、2級の上肢・下肢・体幹機能障害（上肢の場合
はそれぞれの上肢に4級以上の障害を有する
者）又は1級の視覚障害の身体障害者手帳を
持っている人がいる世帯。ただし、前年度分の
所得税額12万円以下の世帯が対象となります。

④要件なし
①特定の工事の工事費用
に応じて決定

工事費60万円を限度として、県と市でそ
の6分の5を補助
新築、改築は対象外
原則1世帯1回

群馬県
藤岡市生ごみ処理容器購
入費補助

藤岡市 ⑥その他 ①補助 なし ③その他の要件
・市内に住所を有し、かつ、居住していること
・自己の責任において、生ごみ処理容器を適切
に維持管理できること

④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

・生ごみ処理容器　3,000円
　（購入費の1/2）
・電動式　20,000円
　（購入費の1/2）

群馬県 富岡市勤労者住宅資金 富岡市 ⑥その他 増改築が対象 ④融資(有利子） ⑤要件なし ③その他の要件
事業所に勤務し、使用者から賃金を支払われる
「勤労者」が対象

④要件なし ⑥その他 勤労者の居住専用住宅
融資利率年2.7％（20年償還）融資限度
額1,000万円

群馬県 富岡市勤労者生活資金 富岡市 ⑥その他 増改築が対象 ④融資(有利子） ⑤要件なし ③その他の要件
事業所に勤務し、使用者から賃金を支払われる
「勤労者」が対象

④要件なし ⑥その他 勤労者の生活資金
融資利率年2.5％（5年償還）融資限度
額200万円

群馬県
富岡市高齢者住宅改造
費補助事業

富岡市
②バリアフリー改
修

増改築が対象 ①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

市内に住所を有する次の各号のいずれかに該
当するものとする。
(1)　60歳以上の者で介護保険法(平成9年法律
第123号)による要介護2以上の高齢者のいる世
帯で生計中心者の所得税課税年額80,000円以
下の世帯
(2)　60歳以上の者で一人暮らし又は60歳以上
の高齢者のみからなる世帯で前年所得税非課
税世帯

バリアフリー工事を伴うもので、家屋内の移
動を容易にすることを目的に行う住宅改
造。

④要件なし
介護保険の居宅介護（支援）住宅改
修費が優先される。介護保険に該
当しない場合は、補助対象となる。

⑥その他 住宅改造等の住宅改修に係る費用

経費に6分の5を乗じて得た額とする。た
だし、補助限度額は、50万円とし、1,000
円未満は切り捨てるものとする。

群馬県
富岡市重度身体障害者
（児）住宅改造費補助

富岡市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

身体障害者下肢1.2級　体感機能障害1.2級,上
肢障害1級、2級のもの。ただしそれぞれの上肢
に4級以上の障害があるもの。　下肢及び体幹
の重複で1.2級　視覚障害1級等　当該年度市町
村民税16万円未満の世帯

住宅または、住宅設備を障害者に適するよ
う改造するもの

②ほかの補助事業の利
用を要件としている

介護保険該当者は、介護保険事業
が優先される。

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

新築及び増築を除く浴室・便所・玄
関・台所及びその他市長が特に必
要と認めた工事で、当該年度内に
事業を開始し、完了する事業に対し
て補助する。

住宅を改造するための費用を、50万円
を限度として、その5/6を補助

群馬県
安中市木造住宅耐震診
断事業

安中市 ①耐震改修 ①補助 ③その他の要件 住宅の所有者で市税の滞納のない方
昭和56年5月31日以前に建築された木造軸
組工法の住宅

④要件なし
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

一律１件当たり３万円

群馬県
安中市木造住宅耐震改
修補助事業

安中市 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ③その他の要件 住宅の所有者で市税の滞納のない方
耐震診断の結果、最小の上部構造評点が
1.0未満の木造住宅

④要件なし
①特定の工事の工事費用
に応じて決定

費用の1/3以内かつ50万円以下

群馬県
安中市高齢者住宅改造
費補助事業

安中市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
要支援認定65歳以上のいる世帯で所得税額8万
円以下の世帯

④要件なし
①特定の工事の工事費用
に応じて決定

対象工事費の６分の５

群馬県
安中市重度身体障害者
(児)住宅改造費補助事業

安中市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
下肢又は体幹機能障害1･2級以上等の障害者
のいる世帯で市民税所得割額16万円未満の世
帯

④要件なし
①特定の工事の工事費用
に応じて決定

対象工事費の６分の５

群馬県
安中市住宅用太陽光発
電システム設置補助事業

安中市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
市内居住者かつ市税の滞納のない人で国の補
助決定を受けている

②ほかの補助事業の利
用を要件としている

国（J-PEC：太陽光発電普及拡大セ
ンター）の補助金交付決定を受けて
いること

④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

１Kw当たり6万円､上限15万円

群馬県
安中市太陽熱利用温水
器設置費補助事業

安中市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
市内居住者かつ市税の滞納のない人で一般家
庭に設置する場合

④要件なし
①特定の工事の工事費用
に応じて決定

補助対象経費の１０％、上限１万５千円

群馬県
安中市生ごみ減量容器設
置補助事業

安中市
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件 一般家庭で容器を購入した者 ④要件なし
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定

容器購入費の２分の１
地面設置式容器：上限３千円
ＥＭ菌発酵式容器：上限２千円
電気式容器：上限２万円

群馬県
みどり市木造住宅耐震診
断者派遣事業

みどり市 ①耐震改修 ①補助 ④要件なし ④要件なし ⑥その他 ３万円 定額

群馬県
みどり市重度身体障害者
（児）住宅改造費補助事
業

みどり市
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

①～③のすべてに該当する人
①市内に居住
②下肢又は体幹の障害者で1・2級、下肢及び体
幹の重複障害者で1・2級、視覚障害者で1級、上
肢の障害者で1.2級の人
③市町村民税所得割額16万円未満の世帯に属
する人

②ほかの補助事業の利
用を要件としている

みどり市重度障害児（者）日常生活
用具給付事業住宅改修（居宅生活
動作補助用具）が優先される。

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

補助基本額は60万円で、補助限度額は
60万円に6分の5を乗じた額。補助額は
改造に要する経費に6分の5を乗じて得
た額と補助限度額とを比較して少ない
方の額とする。



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①補助（診断士派遣
を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①高齢者・身体障害者
のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①ほかの補助事業との
併用は不可
②ほかの補助事業の利
用を要件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用
に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

群馬県

みどり市重度障害児（者）
日常生活用具給付事業
住宅改修（居宅生活動作
補助用具）

みどり市
②バリアフリー改
修

①補助 ④その他の要件
用具を給付する場合、みど
り市と委託契約した業者に
限る

①高齢者・身体障害者
のみ

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進
行性の脳病変による運動機能障害（移動機能障
害に限る。）を有する者であって障害等級3級以
上の人。

②ほかの補助事業の利
用を要件としている

介護保険の住宅改修を優先
①特定の工事の工事費用
に応じて決定

基準額　20万円
（所得区分に応じて「自己負担額」「公費
負担額」が決まる）

群馬県
みどり市緊急経済対策住
宅リフォーム補助金

みどり市 ⑤リフォーム促進 ①補助
②都道府県（市区
町村）内の事業者

市内に本店もしくは支店・営
業所を有している法人又
は、市内に住所を有してい
る個人事業主

④要件なし

①市内に住民票があり、対象となる住宅の所有
者
②住宅の所有者及び世帯全員に市税等の滞納
のない方
③過去にこの補助金を受けていない方

①申請者が所有し、かつ居住している住宅
（賃貸物件は対象外）※店舗等併用住宅は
居住部分が対象（供用部分は面積按分で
算出）
②過去にこの補助金を受けていない建物

①ほかの補助事業との
併用は不可

②工事費用に応じて決定
工事費用の１０分の１とし、１０万円を上
限

群馬県
高齢者住宅改造費助成
事業

北群馬郡榛東村
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

村内の60歳以上の高齢者世帯 ③その他 介護保険の住宅改修を優先
①特定の工事の工事費用
に応じて決定

浴室、トイレ、玄関、台所その他の
改造に要する経費

改造に要する経費×5/6

群馬県
重度身体障害者（児）
住宅改造費助成事業

北群馬郡榛東村
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

④要件なし
①特定の工事の工事費用
に応じて決定

浴室、トイレ、玄関、台所その他の
改造に要する経費

改造に要する経費×5/6

群馬県 太陽光発電設備設置費 北群馬郡榛東村
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
村内の居住住宅に発電システムを設置している
もの。又は、村内に自ら居住するため発電シス
テム付住宅を購入しているもの。

村内で建築された住宅 ④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

補助対象設備の設置にかかる費用
太陽電池モジュール1kw当たり5万円の
補助。但し、20万円を上限とする。

群馬県
木造住宅耐震診断者派
遣事業

北群馬郡榛東村 ①耐震改修 ①補助 ③その他の要件 住宅の所有者で村税の滞納のない方
昭和56年５月31日以前に建築された木造
軸組工法の住宅

④要件なし ⑥その他
耐震診断費用（別途交通費1,000円
が必要）

村で負担

群馬県
吉岡町木造住宅耐震診
断者派遣事業

吉岡町 ①耐震改修
①補助（診断士派遣
を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
・派遣対象建築物の所有者かつ居住者
・町税の滞納がない者

・昭和５６年５月３１日以前に着工された一
戸建ての住宅または併用住宅で住宅部分
の床面積が２分の１以上のもの
・平屋建てまたは２階建てのもの
・在来軸組織法によって建築されたもの

④要件なし ⑥その他
耐震診断費は町で全額負担
交通費千円は本人負担

群馬県
重度身体障害者（児）
住宅改造費補助金

吉岡町
②バリアフリー改
修

①補助（診断士派遣
を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

①町内に居住する者
②身体障害者手帳の交付を受けている者
③身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1,2
級に該当する下肢、体幹の障害者または1級に
該当する視覚障害者
④当該年度の市町村民税所得割額１６０，０００
円未満の世帯に属する者

④要件なし
①特定の工事の工事費用
に応じて決定

浴室、便所、玄関、台所その他町長
が特に必要と認めた改造工事に要
する経費

改造に要する経費×5/6または900,000
円×5/6を比較して少ない方の額

群馬県
生ごみ処理機・容器設置
補助

吉岡町
③エコリフォーム
促進

①補助（診断士派遣
を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
・購入日及び申請日に町内に住所を有している
こと。・町税を滞納していないこと。

④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

処理機器の購入価格の2分の1を補助
(100未満は切り捨てる）とし、限度額を
次のとおり定める。
(1)　コンポスター、1基につき1,600円を
限度。
(2)　電動式、1基につき1,6000円を限
度。

群馬県
高齢者対応型住宅改造
費補助金交付事業

神流町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

過去において、本事業による住宅回収事業
の摘要を受けていない家屋

①ほかの補助事業との
併用は不可

②工事費用に応じて決定 補助対象工事費用×１/３

群馬県
高齢者住宅改造補修費
補助金交付事業

神流町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

過去において、本事業による住宅回収事業
の摘要を受けていない家屋

①ほかの補助事業との
併用は不可

②工事費用に応じて決定 補助対象工事費用×５/６

群馬県
下仁田町ぐんまの木で家
づくり支援事業

下仁田町 ⑤リフォーム促進 ①補助 ⑤要件なし ④要件なし 特になし ④要件なし

群馬県
下仁田町生ごみ処理機設
置事業

下仁田町
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし ④要件なし ②工事費用に応じて決定 定額

群馬県
下仁田町木造住宅耐震
診断者派遣事業

下仁田町 ①耐震改修 ①補助 ④要件なし ④要件なし ⑥その他 耐震診断者を派遣

群馬県
甘楽町高齢者住宅改造
費補助金

甘楽町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

①ほかの補助事業との
併用は不可

②工事費用に応じて決定
設置経費と60万円の補助基額のうち低
い額の5/6の額

群馬県
甘楽町重度身体障害者
（児）住宅改造費補助金

甘楽町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

①ほかの補助事業との
併用は不可

②工事費用に応じて決定
設置経費と60万円の補助基額のうち低
い額の5/6の額

群馬県
甘楽町住宅用太陽光発
電設備費補助金

甘楽町
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし
②ほかの補助事業の利
用を要件としている

④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

太陽電池モジュール1kwh当たり3万5千
円の補助。但し、14万円を上限とする。

群馬県
甘楽町生ごみ処理機設置
補助金

甘楽町
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし ④要件なし ②工事費用に応じて決定 定額



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について
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分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①補助（診断士派遣
を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①高齢者・身体障害者
のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①ほかの補助事業との
併用は不可
②ほかの補助事業の利
用を要件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用
に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

群馬県
中之条町住宅リフォーム
補助金

中之条町 ⑥その他 ①補助 ⑤要件なし ④要件なし
①ほかの補助事業との
併用は不可

②工事費用に応じて決定
町内業者は工事費の５％
町外業者は工事費の2.5％

群馬県
中之条町太陽光発電シス
テム設置費補助金

中之条町
③エコリフォーム
促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

町内業者は
　　　　１KWあたり４万円
町外業者は
　　　　１KWあたり２万円

群馬県
中之条町勤労者住宅建
設資金利子補給

中之条町 ⑥その他 ③利子補給 ⑤要件なし ④要件なし ④要件なし ⑥その他
総床面積２８０平方メートル以下の
専用住宅

建築または購入資金を融資機関から借
り入れた場合、借入金のうち８００万円
を限度とし、年間１０万円以上の利子を
支払う場合に、最高１０万円

群馬県
東吾妻町住宅用太陽光
発電システム設置費補助
金

東吾妻町
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件

補助金の交付を受けることができる者（法人を除
く。）は、町内に住所を有する者で、自らが所有し
若しくは自ら居住する町内の住宅（併用住宅を
含む。）の屋根等に発電システムを設置する者
又は発電システムが設置された新築住宅を購入
する者。前項の規定にかかわらず、申請時にお
いて町税及び使用料を滞納している世帯の者は
補助金の交付を受けることができない。

自らが所有し若しくは自ら居住する町内の
住宅（併用住宅を含む。）

④要件なし
④設置する設備の性能に

応じて補助額を設定

町内業者の施工においては１ｋｗ当り４
万円、町外業者の施工においては１ｋｗ
当り２万５千円に、対象発電システムの
最大出力値（単位はｋｗとし、小数点以
下第３位を四捨五入する。）の数値を乗
じて得た額（1,000円未満の端数が生じ
たときは、これを切り捨てた額とする。）
とし、その額が20万円を超えるときは、
20万円とする。 補助金の交付は、当該
住宅について一度限りとする。

群馬県
東吾妻町生ごみ処理機等
設置費補助金

東吾妻町
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし ④要件なし ②工事費用に応じて決定

生ゴミ処理機等購入額の２分の１以内
とし、当該額に1,000円未満の端数があ
るときには、その端数を切り捨てるもの
とする。ただし、限度額は２万円とする。

群馬県
東吾妻町住宅新築改修
等補助金

東吾妻町 ⑤リフォーム促進 ①補助
②都道府県（市区
町村）内の事業者

東吾妻町内に本社・本店を
有し、個人住宅及び併用住
宅の新築、改修、修繕、補
修又は増築工事を業として
いる事業者とする。

③その他の要件

東吾妻町に住民登録を行っているもので、町内
に建築された個人住宅（新築予定を含む。）及び
併用住宅の所有者が新築又は改修等の工事を
該当する施工業者に依頼して行う者、かつ町税
等の滞納のない世帯に属している者、また、当
該工事について、他の補助制度等を受けないこ
と。

町内に建築された個人住宅（新築予定を含
む。）及び併用住宅

①ほかの補助事業との
併用は不可

②工事費用に応じて決定

対象者が個人住宅及び併用住宅の
新築、改修、修繕、補修又は増築工
事であること。工事費用が20万円以
上であること。 規定する工事のう
ち、併用住宅の工事については、個
人住宅部分を補助対象とし、共用部
分については床面積の割合で案分
し、補助対象を算出する。

補助対象事業費の５％以内で20万円
（ただし、千円未満は切り捨て）を限度と
し、予算の範囲内とする。補助金の交
付は、当該住宅について１度限りとす
る。

群馬県

東吾妻町高齢者住宅改
造費助成事業（高齢者介
護用住宅改造費助成事
業）

東吾妻町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件

東吾妻町に住所を有し、60歳以上で要介護２以
上の介護認定を受けた高齢者がいる世帯で、生
計中心者の前年所得税課税年額が８万円以下
の世帯

②工事費用に応じて決定
補助率は助成対象経費の６分の５とし、
限度額は50万円とする。

群馬県

東吾妻町高齢者住宅改
造費助成事業（自立高齢
者等住宅改造費助成事
業）

東吾妻町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件

東吾妻町に住所を有する60歳以上で自立、要支
援及び要介護１のひとり暮らし高齢者又は高齢
者のみからなる世帯で、前年所得税非課税の世
帯

②工事費用に応じて決定
補助率は助成対象経費の６分の５とし、
限度額は50万円とする。

群馬県
東吾妻町重度身体障害
者（児）住宅改造費補助

東吾妻町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件

次のすべてに該当する者　　・町内に居住する者
・身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第
15条第４項の規定により、身体障害者手帳の交
付を受けている者　・身体障害者福祉法施行規
則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号の１・
２級に該当する下肢若しくは上肢（それぞれの上
肢に４級以上の障害を有すること）若しくは体幹
の障害者又は１級に該当する視覚障害者　・前
年分所得税12万円以下の世帯に属する者

介護保険の給付額を超
える改造経費を補助。
また、東吾妻町高齢者
住宅改造費助成事業と
の両方の交付を受ける

ことはできない。

②工事費用に応じて決定

補助額は、改造に要する経費に６分の
５を乗じて得た額とし、補助限度額は、
補助基本額60万円の６分の５の額とす
る。ただし、1,000円未満は切り捨てるも
のとする。

群馬県
東吾妻町重度障害者等
日常生活用具給付等に関
する住宅改修費給付事業

東吾妻町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

介護保険の給付額を超
える改造経費を補助

②工事費用に応じて決定 住宅改修費の限度額は20万円とする。

群馬県
木造住宅耐震診断者派
遣事業

東吾妻町 ①耐震改修 ①補助 ④その他の要件
（社）群馬県建築士事務所
協会に登録された木造住
宅耐震診断調査資格者

③その他の要件

・昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て
の住宅又は併用住宅（住宅部分の床面積が２分
の１以上のもの）
・平屋建て又は２階建てのもの
・在来軸工法によって建築されたもの

④要件なし ⑥その他
派遣事業のため耐震診断費は町の
全額負担
ただし、交通費は本人負担

３万円

群馬県
木造住宅耐震診断者派
遣事業

嬬恋村 ①耐震改修 ①補助 ④要件なし ④要件なし ⑥その他 耐震診断者を派遣

群馬県
嬬恋村住宅改修等助成
金

嬬恋村 ⑥その他 ①補助 ④要件なし ④要件なし ⑥その他 20万円を上限として費用の20％を補助

介護保険優先。また、
東吾妻町重度身体障害
者（児）住宅改造費補助
との両方の交付を受け

ることはできない。



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①補助（診断士派遣
を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①高齢者・身体障害者
のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①ほかの補助事業との
併用は不可
②ほかの補助事業の利
用を要件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用
に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

群馬県
合併処理浄化槽設置費
補助事業

草津町 ⑥その他 汚水処理率の向上 ①補助 ⑤要件なし ④要件なし
補助対象区域内における専用住宅に処理
対象人員50人以下の合併処理浄化槽を設
置

④要件なし
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

・5人槽　315,000円
・6～7人槽　384,000円
・8～50人槽　480,000円

群馬県
草津町木造住宅耐震診
断者派遣事業

草津町 ①耐震改修 ①補助 ④要件なし

・昭和56年5月31日以前に着工された一戸
建て住宅又は併用住宅（住宅部分の床面
積が2分の1以上のもの）
・平屋建て又は２階建てのもの
・在来軸組工法によって建築されたもの

④要件なし ⑥その他

耐震診断費用は無料。
ただし、耐震診断者の交通費3千円
は本人負担。
また、現況建物の平面図が無い場
合は、図面作成費として別途1万円
の本人負担が必要。

群馬県
住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助事業

高山村 ⑥その他 新エネルギーの普及 ①補助 　 ⑤要件なし ④要件なし 自己の居住の用に供する建築物 ④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

１ｋＷあたり７万円 上限２０万円

群馬県
片品村重度身体障害者
（児）住宅改造費補助

片品村
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

村内に居住し、次のいずれにも該当するものと
する。
(１)身体障害者手帳の交付を受けている者で
あって、かつ、次のいずれかに該当する障害者
又はその障害者と世帯を同一にするもの
ア　下肢の障害で１級及び２級の者
イ　体幹の障害で１級及び２級の者
ウ　下肢及び体幹の重複障害で１級及び２級の
者
エ　視覚の障害で１級の者
オ　上肢の障害で１級及び２級の者（ただし、そ
れぞれの上肢に４級以上の障害のある者とす
る。）
(２)　世帯構成員の当該年度の市町村民税の合
算額が16万円未満の世帯に属する者（世帯と
は、住民票上の同一世帯をいう。）

③その他
介護保険の住宅改修と併用可（介
護保険の住宅改修を優先）

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

補助対象事業の経費の６分の５

群馬県
片品村重度障害児者日
常生活用具給付等事業
（住宅改修費給付事業）

片品村
②バリアフリー改
修

①補助 ④その他の要件
村と委託契約を交わしてい
る事業者

①高齢者・身体障害者
のみ

下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳
病変による運動機能障害（移動機能障害に限
る）を有する身体障害者及び学齢児以上の身体
障害児であって障害程度等級３級以上の者。た
だし、特殊便器への取替えについては、上肢障
害２級以上の身体障害児者、知的障害者更生
相談所において知的障害者として判定された障
害の程度が重度又は最重度である者及び児童
相談所において知的障害児として判定され障害
の程度が重度又は最重度である者であって、排
便後の処理が困難な者（障害児は原則として学
齢児以上。）

③その他
重度身体障害者（児）住宅改造費補
助と併用可（本事業が優先）

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

上限額20万円であるが、所得区分に応
じて自己負担あり

群馬県

地球温暖化対策補助事
業
（板倉町住宅用太陽光発
電システム設置補助金）

板倉町
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助

太陽電池モジュール
1kwにつき25,000円
（4kw上限）

定額

群馬県
住宅・建築物安全ストック
形成事業（木造住宅耐震
診断者派遣事業）

板倉町 ①耐震改修 ①補助 ③その他の要件

【対象者】
①補助対象の住宅を板倉町内に所有し、当該住
宅に居住しているかた。
②町税の滞納をしていないかた

④要件なし ⑥その他

耐震診断者の派遣
耐震診断費用：3万円／1軒
町と耐震診断者で業務委託契約を
締結

100%（別途交通費1,000円が必要）

群馬県
住宅・建築物安全ストック
形成事業（木造住宅耐震
診断者派遣事業）

板倉町 ①耐震改修 ①補助
②都道府県（市区
町村）内の事業者

邑楽郡内及び館林市内に
本店、支店若しくは主たる
事業所を有する板倉町入
札参加資格者名簿に登載
された者又は補助対象とな
る住宅を建築した者

③その他の要件

【対象者】
①対象となる建築物の所有者であるかた。
②町税の滞納をしていないかた
③要綱による補助の交付を受けていないかた。

昭和56年5月31日以前に着工された一戸建
ての住宅又は併用住宅
②平屋建て又は2階建てのもの
③在来軸組工法によって建築されたもの
④耐震診断の結果、倒壊する可能性があ
る又は高いと診断されたもの

④要件なし
①特定の工事の工事費用
に応じて決定

耐震改修に係る部分のみ補助対象 １／３で上限50万円

群馬県
重度障害者(児）住宅改造
費補助

板倉町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

①町内に居住する者②身体障害者手帳の交付
を受けている者③身体障害者福祉法施行規則
別表第5号の1,2級に該当する下肢、体幹の障害
者若しくは1,2級該当する下肢、体幹の重複障害
者又は1級に該当する視覚障害者

④要件なし ②工事費用に応じて決定
改造に要する経費と60万円の補助基本
額とを比較して少ない方の6分の5の額

群馬県
木造住宅耐震診断者派
遣事業

明和町 ①耐震改修 ①補助 ③その他の要件
･対象建築物の所有者
･町税の滞納をしていないかた

・昭和56年5月31日以前に着工された一戸
建ての住宅又は併用住宅（住宅部分の床
面積が２分の１以上のもの）
・平屋建て又は２階建てのもの
・在来軸組工法によって建築されたもの

④要件なし ⑥その他

耐震診断者の派遣
耐震診断費用：3万円／1軒
町と建築士協会で業務委託契約を
締結

耐震診断受診者への補助はなし

群馬県 住宅リフォーム補助 明和町 ⑤リフォーム促進 ①補助
②都道府県（市区
町村）内の事業者

町内施工業者に限る ③その他の要件

･町内に1年以上住所を有する方
･町税及び使用料等を完納している方
・他の住宅改造補修費補助金等の交付を受けて
いない方

住宅の改修工事、住宅の増築、その他生活
の利便又は安全の向上に資する工事で工
事金額が20万円以上のものが対象

①ほかの補助事業との
併用は不可

②工事費用に応じて決定
当該工事に要した費用のうち、100分の
5に相当する額で10万円を上限とする



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①補助（診断士派遣
を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①高齢者・身体障害者
のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①ほかの補助事業との
併用は不可
②ほかの補助事業の利
用を要件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用
に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

群馬県
明和町住宅用太陽光発
電システム設置費補助金

明和町
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件

自宅(店舗併用住宅含む)に太陽光発電システム
を設置した者で次の要件を満たしていること。
　1.住民基本台帳に記載され、又は外国人登録
原票に登録されていること。
　2.町税等に延滞がないこと。
　3.申請の日が電力会社との電気受給契約の日
から１年経過していないこと。

④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

設置する太陽光モジュールの公称
最大出力により算出

1kWあたり３万円（15万円上限）

群馬県
明和町住宅用太陽熱高
度利用システム設置費補
助金

明和町
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件

自宅(店舗併用住宅含む)に対象システムを設置
した者で次の要件を満たしていること。
　1.住民基本台帳に記載され、又は外国人登録
原票に登録されていること。
　2.町税等に延滞がないこと。
　3.申請の日が対象システムを設置した日から１
年経過していないこと。

④要件なし ②工事費用に応じて決定
対象システムの設置費用の１０％（上限
５万円）

群馬県
重度障害者(児）住宅改造
費補助

千代田町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

①町内に居住する者②身体障害者手帳の交付
を受けている者③身体障害者福祉法施行規則
別表第5号の1,2級に該当する下肢、体幹の障害
者若しくは1,2級該当する下肢、体幹の重複障害
者又は1級に該当する視覚障害者

④要件なし ②工事費用に応じて決定
改造に要する経費と60万円の補助基本
額とを比較して少ない方の6分の5の額

群馬県
住宅用太陽光発電システ
ム設置補助

千代田町
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件

自ら居住する町内の住宅に発電システムを設置
者又は町内に自ら居住するため発電システム付
き住宅を購入した者で当該者の属する世帯全員
が町税及び国民健康保険税を滞納していない
者

④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

3万円に発電システムを構成する太陽
モジュールの公称最大出力を乗じて得
た額

群馬県
消費者太陽熱利用温水
器等設置費補助

千代田町
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件
本町に居住する消費者で、当該者の属する世帯
全員が町税を完納し、自らの生活の本拠となる
住宅に設置する温水器

④要件なし ⑥その他 本体価格の100分の20以内
器等設置費補助 の促進

住宅に設置する温水器

群馬県
木造住宅耐震診断者派
遣事業

千代田町 ①耐震改修 ①補助 ④要件なし
①対象となる木造住宅を町内に所有し、当該住
宅に居住している者②町税の滞納をしていない
者③町の公共料金を滞納していない者

・違法建築物でないこと・町内に存する一戸
建て木造住宅又は木造併用住宅で次のい
ずれにも該当するもの①昭和56年5月31日
以前に着工したもの②在来軸組工法で建
築した地上2階以下のもの

④要件なし ⑥その他 耐震診断者を派遣

群馬県
木造住宅耐震診断者派
遣事業

大泉町 ①耐震改修 ①補助 ④要件なし

・昭和56年5月31日以前に着工された一戸
建て又は併用住宅
（住宅部分の床面積が2分の1以上のも
の）・平屋建て又は2階建てのもの・在来軸
組構法によって建てられたもの

④要件なし ⑥その他 耐震費用を町で負担 定額

群馬県
木造住宅耐震改修事業

大泉町 ①耐震改修 ①補助 ⑤要件なし ④要件なし
①対象となる木造戸建住宅を町内に所有してい
る人②町税などの滞納がない人

②ほかの補助事業の利
用を要件としている

木造住宅耐震診断者派遣事業によ
る耐震診断の結果、上部構造評点
が1.0未満の住宅

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

耐震改修に要する設計費や工事
費、工事監理費

耐震改修に要する設計費や工事費、工
事監理費の3分の1（上限50万円）

群馬県
大泉町住宅用太陽光発
電システム設置整備事業
費補助金

大泉町
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし ④要件なし
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定

6万円×kw（公称最大出力）
上限24万円

6万円×kw（公称最大出力）
上限24万円

群馬県
大泉町太陽熱利用温水
器等設置費補助金

大泉町
③エコリフォーム
の促進

①補助 ⑤要件なし ④要件なし ④要件なし ⑥その他
本体価格の100分の19以内
上限3万8千円

本体価格の100分の19以内
上限3万8千円

群馬県
大泉町生ごみ処理機器購
入費補助金

大泉町
③エコリフォーム
促進

①補助
②都道府県（市区
町村）内の事業者

④要件なし ④要件なし ②工事費用に応じて決定

購入費の2分の1
生ごみ処理機(電気式のもの)：上限
20,000円
生ごみ処理容器(コンポスターなど)：
上限2,000円

購入費の2分の1
生ごみ処理機(電気式のもの)：上限
20,000円
生ごみ処理容器(コンポスターなど)：上
限2,000円

群馬県
高齢者住宅改造費補助
事業

大泉町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし ③その他の要件

６０歳以上で本町に住所を有する方で、（１）ひと
り暮らし高齢者又は６０歳以上の高齢者のみか
らなる世帯で、前年度分の所得税が非課税であ
る世帯に属し、身体等の状況が自立又は要支援
又は要介護１の認定を受けた方、または（２）高
齢者のいる世帯（ひとり暮らし高齢者又は６０歳
以上の高齢者のみからなる世帯を含む。）で、生
計中心者の前年度分の所得税額が年額８万円
以下の世帯に属し、要介護２以上の認定を受け
た方

③その他 介護保険による住宅改修と併用可
①特定の工事の工事費用
に応じて決定

当該工事費用の５/６



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について （平成２３年８月時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について (４）補助要件について （５）補助内容について

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体 （２）リフォーム支援の分類について １－支援方法について 工事施工者 発注者 リフォーム実施住宅 他の補助事業との関係 A)支援対象 補助率等

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①耐震改修
②バリアフリー改
修
③エコリフォーム
促進
④災害予防
⑤リフォーム促進
⑥その他

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①補助（診断士派遣
を含む）
②融資（無利子）
③利子補給
④融資（有利子）
⑤ポイント発行

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①中小事業者
②都道府県（市区
町村）内の事業者
③都道府県（市区
町村）内の事業者
かつ中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①高齢者・身体障害者
のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考 備考

分類
（以下の選択肢から選
択）
①ほかの補助事業との
併用は不可
②ほかの補助事業の利
用を要件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から選択）
①特定の工事の工事費用
に応じて決定
②工事費用に応じて決定
③（工事費用にかかわら
ず）定額を補助
④設置する設備の性能に
応じて補助額を設定
⑤使用する材料量に応じ
て補助額を決定
⑥その他

備考

（３）支援方法について

群馬県
大泉町重度身体障害者
（児）住宅改造費補助

大泉町
②バリアフリー改
修

①補助 ⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

①下肢の障害者で1,2級の者　②体幹の障害者
で1,2級の者　③下肢及び体幹の重複障害者で
1,2級の者　④視覚の障害者で1級の者　⑤上肢
の障害者で1,2級の者（ただしそれぞれの上肢に
4級以上の障害のあるもの）

特になし
②ほかの補助事業の利
用を要件としている

介護保険の居宅介護（支援）住宅改
修費又は重度障害児（者）に対する
日常生活用具給付等事業の住宅改
修費の対象となる工事にては補助
しない。ただし、それら給付を受け
てなお、給付額を超える改造経費
がある場合は超過額を対象とする。

①特定の工事の工事費用
に応じて決定

補助対象工事にかかる費用
補助対象工事費の5/6を補助。
補助対象工事費は60万円が上限。

群馬県
重度障害児者日常生活
用具給付等事業(居宅生
活動作補助用具)

大泉町
②バリアフリー改
修

対象事業費の１割が自己
負担。自己負担を除く費
用を助成。

⑤要件なし
①高齢者・身体障害者
のみ

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進
行性の脳病変による運動機能障害（移動機能障
害に限る）を有する者であって障害等級3級以上
の者（ただし、特殊便所への取替えをする場合
は上肢機能2級以上の者）

特になし ④要件なし
①特定の工事の工事費用
に応じて決定

補助対象工事にかかる費用
非課税世帯は自己負担なし。課税世帯
は1割負担。

群馬県
木造住宅耐震診断者派
遣事業

邑楽町 ①耐震改修 ①補助 ④要件なし
対象となる住宅の所有者かつ居住者で町税の
滞納がない者

①町内に存する昭和56年5月31日以前に着
工した一戸建て住宅又は併用住宅（住宅部
分の床面積が2分の1以上のもの）で、平屋
建て又は2階建ての在来軸組工法で建築し
た住宅

④要件なし ⑥その他 耐震診断者を派遣

群馬県
木造住宅精密診断補助
事業

邑楽町 ①耐震改修 ①補助 ④要件なし
対象となる住宅の所有者かつ居住者で町税の
滞納がない者

①町内に存する昭和56年5月31日以前に着
工した一戸建て住宅又は併用住宅（住宅部
分の床面積が2分の1以上のもの）で、平屋
建て又は2階建ての在来軸組工法で建築し
た住宅

②ほかの補助事業の利
用を要件としている

⑥その他

群馬県
木造住宅耐震改修補助
事業

邑楽町 ①耐震改修 ①補助 ④要件なし
対象となる住宅の所有者かつ居住者で町税の
滞納がない者

①町内に存する昭和56年5月31日以前に着
工した一戸建て住宅又は併用住宅（住宅部
分の床面積が2分の1以上のもの）で、平屋
建て又は2階建ての在来軸組工法で建築し
た住宅

②ほかの補助事業の利
用を要件としている

⑥その他

群馬県
リフォーム資金（介護保険
による居宅介護（支援）住
宅改修費支給

邑楽町
②バリアフリー改
修

①補助 ④要件なし 要支援・要介護と認定された住宅の高齢者 ④要件なし ⑥その他

群馬県
重度身体障害者（児）住
宅改造費補助

邑楽町
②バリアフリー改
修

①補助 ④要件なし

１・２級の下肢、体肝機能障害（複合障害も含
む。）、１・２級の上肢機能障害（両上肢ともに４級
以上の障害を有する場合に限る。）又は１級の視
覚障害の身体障害者手帳を持っている人がいる
世帯。ただし、当該年度町民税額１６万円以下の
世帯で日常生活用具給付の住宅改修を満額助
成済の世帯。

④要件なし ⑥その他

群馬県
浄化槽設置整備事業補
助

邑楽町
③エコリフォーム
の促進

①補助 ④要件なし 合併処理浄化槽を設置する個人 ④要件なし ⑥その他

群馬県
住宅用太陽光発電システ
ム設置補助

邑楽町
③エコリフォーム
の促進

①補助 ④要件なし

自ら居住する町内の専用住宅または併用住宅
（居住部分が２分の１以上であること）に太陽光発
電システムを設置された個人又は町内に自ら居
住するための発電システム付き住宅(発電システ
ムは未使用であること）を購入された個人。設置
完了日から３０日以内に申請すること。

④要件なし ⑥その他

群馬県
生ごみ処理機器購入費補
助金

邑楽町
③エコリフォーム
の促進

①補助 ④要件なし 生ごみ処理機を購入する個人 ④要件なし ⑥その他


